
 

 

 覚醒剤取締法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月26日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第14号 

   覚醒剤取締法施行細則の一部を改正する規則 

 覚醒剤取締法施行細則（平成12年岩手県規則第99号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（業務の廃止の届出） （業務の廃止の届出） 

第２条 法第９条第２項若しくは第３項又は第30条の４第１項

の届出は、覚醒剤施用機関（研究者、原料取扱者、原料研究

者）業務廃止届（様式第１号）により行わなければならない

。 

第２条 法第９条第２項若しくは第３項又は第30条の４第１項

の届出は、別に定める様式による覚醒剤施用機関（研究者、

原料取扱者、原料研究者）業務廃止届により行わなければな

らない。 

（指定証の返納） （指定証の返納） 

第３条 法第10条第１項又は法第11条第２項（法第30条の５に

おいて準用する場合を含む。）の返納は、指定証返納届（様

式第２号）により行わなければならない。 

第３条 法第10条第１項又は法第11条第２項（法第30条の５に

おいて準用する場合を含む。）の返納は、別に定める様式に

よる指定証返納届により行わなければならない。 

（指定証の再交付） （指定証の再交付） 

第４条 法第11条第１項（法第30条の５において準用する場合

を含む。）の指定証の再交付を受けようとする者は、指定証

再交付申請書（様式第３号）を所管保健所長に提出しなけれ

ばならない。 

第４条 法第11条第１項（法第30条の５において準用する場合

を含む。）の指定証の再交付を受けようとする者は、別に定

める様式による指定証再交付申請書を所管保健所長に提出し

なければならない。 

（氏名又は住所等の変更届） （氏名又は住所等の変更届） 

第５条 法第12条第２項又は第３項（法第30条の５において準

用する場合を含む。）の届出は、指定証記載事項変更届（様

式第４号）により行わなければならない。 

第５条 法第12条第２項又は第３項（法第30条の５において準

用する場合を含む。）の届出は、別に定める様式による指定

証記載事項変更届により行わなければならない。 

（事故の届出） （事故の届出） 

第６条 法第23条又は第30条の14第１項の届出は、覚醒剤（原

料）事故届（様式第５号）により行わなければならない。 

第６条 法第23条又は第30条の14第１項の届出は、別に定める

様式による覚醒剤（原料）事故届により行わなければならな

い。 

（指定の失効に伴う報告） （指定の失効に伴う報告） 

第７条 法第24条第１項又は第30条の15第１項の報告は、指定

失効等に伴う覚醒剤（原料）所有数量報告書（様式第６号）

により行わなければならない。 

第７条 法第24条第１項又は第30条の15第１項の報告は、別に

定める様式による指定失効等に伴う覚醒剤（原料）所有数量

報告書により行わなければならない。 

２ 法第24条第２項又は法第30条の15第２項の報告は、指定失

効等に伴う覚醒剤（原料）譲渡報告書（様式第７号）により

行わなければならない。 

２ 法第24条第２項又は法第30条の15第２項の報告は、別に定

める様式による指定失効等に伴う覚醒剤（原料）譲渡報告書

により行わなければならない。 

（覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告） （覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告） 

第８条 法第30条の報告は、覚醒剤施用機関（研究者）の施用

（使用）数量等報告書（様式第８号）により行わなければな

らない。 

第８条 法第30条の報告は、別に定める様式による覚醒剤施用

機関（研究者）の施用（使用）数量等報告書により行わなけ

ればならない。 



 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第１号から様式第８号までを削る。 

   附 則 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の覚醒剤取締法施行細則に規定する別に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する届等につい

て適用し、同日前に提出した届等については、なお従前の例による。  
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